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（（３３））休休日日のの振振替替（（振振替替休休日日））とと代代休休のの違違いい  
  

区 分 振替休日 代 休 

どんな場合に行われるか 

３６協定が締結されて
いない場合などに休
日労働をさせる必要
が生じたとき 

休日労働や長時間労
働をさせた場合に、そ
の代償として他の労働
日を休日とするとき 

行われる場合の要件 

①就業規則に振替休
日を規定 
②振替休日の指定 
③振替休日はできる
限り近接した日 
④振替は前日までに
本人に予告 

特になし 

振替休日又は代休の指定 
あらかじめ使用者が指
定する 

使用者が指定すること
も、労働者の申請によ
って与えることもある 

賃 金 

振替休日が同一週内
の場合、休日出勤日
に通常の賃金を支払
えばよく、振替休日に
賃金を支払う必要はな
い。 

休日出勤日に割増賃
金を支払わなければ
ならない。代休日に賃
金を支払うかどうかは
就業規則の規定によ
る。 

 

４４  時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働 

（（１１））時時間間外外労労働働ととはは  

労基法では法定労働時間を１日８時間、週４０時間（特例対象事業場

では４４時間）と決めています（Ｐ５５参照）。 

この法定労働時間を超えて働くことを法定労働時間外労働と言いま

す。また、法定労働時間の範囲内で労使が取り決めた労働時間を超え

て働くことを所定労働時間外労働（法定内残業）と言います。 

 

（（２２））時時間間外外労労働働をを命命じじるるににはは（（３３６６協協定定））（（労労基基法法３３６６条条））  

労働者に法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休

日に労働させる場合は、労働契約等で時間外労働を命ずることがある

旨を明らかにした上で、使用者と過半数労働組合等で時間外労使協定

（（３３６６（（ササブブロロクク））協協定定））を結び、労働基準監督署に届け出なければなりま
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せん。 

この３６協定で設定することのできる時間外労働には、罰罰則則付付ききのの上上

限限が設けられています。３６協定については、就業規則と同様に、使用

者に周知義務があります。 

また、法定労働時間外労働をした時間については、割増賃金を支払

わなければなりません（５（２）参照）。 

（（３３））時時間間外外労労働働のの上上限限規規制制（（労労基基法法３３６６条条４４項項～～６６項項））  

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月月４４５５時時間間・・  

      年年３３６６００時時間間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えること

はできません。 

■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、 

・ 年７２０時間以内 

・ 複数月平均８０時間以内（休日労働を含む） 

・ 月１００時間未満（休日労働を含む） 

となっています。 

また、原則である月４５時間を超えることができるのは、年間６か月まで

です。 

※ 特別条項の有無にかかわらず、１年を通して常に、時間外労働と休

日労働の合計は、月月１１００００時時間間未未満満・・２２～～６６かか月月平平均均８８００時時間間以以内内にし

なければなりません。 

※ 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の

超過時間で判断されます。 

※ 上記の規制は、新技術・新商品等の研究開発に係る業務には適用

がありません。 

※ 建設業、自動車運転の業務、医師については、令和６年４月１日以

降、それぞれに新たなルールが適用されています。詳細は厚生労働

省のホームページをご確認下さい。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/r

oudoukijun/gyosyu/topics/01.html 

 

第5章　労働時間と休日・休暇

66



 

67 

 

 

（（４４））労労働働時時間間のの客客観観的的なな把把握握（（企企業業にに義義務務づづけけ））  

（（労労働働安安全全衛衛生生法法６６６６条条のの８８のの３３））  

使用者は、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理

監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他

適切な方法で把握するよう義務づけられています。 

なお、以下の点に注意する必要があります。 

       ア タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算

機の使用時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録等の

客観的な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなけれ

ばなりません。 

イ 自己申告制による場合には、適正に申告を行うことを労働者に対

して十分に説明をして、必要に応じて、労働者の申告している労

働時間が実際の労働時間と整合しているか調査を実施するなど

して、労働時間が適正な申告がなされているかを確認すること等

が求められます。 

ウ 「高度プロフェッショナル制度の対象者」については、健康管理

時間（事業場内にいた時間＋事業場外で労働した時間）の把握

が義務付けられています。 

エ 出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類は、５

年間（当分の間は３年間）保存しなければなりません。この保存

義務の対象には、管理監督者も含まれます。 

 

（（５５））育育児児・・介介護護休休業業法法ににおおけけるる時時間間外外労労働働のの制制限限  

（（育育児児・・介介護護休休業業法法１１７７条条、、１１８８条条））  

小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を

行う労働者は、１か月当たり２４時間、１年当たり１５０時間を超える時間外

労働の免除を請求できます（Ｐ７６、Ｐ７８、Ｐ８１参照）。 

 

５５  時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働・・深深夜夜労労働働ししたたととききのの割割増増賃賃金金 

（（１１））時時間間外外労労働働ししたたととききのの割割増増賃賃金金（（労労基基法法３３７７条条））  

使用者は、災害時や３６協定に基づき、労働者を法定労働時間（１日８
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